
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エアバッグを車両のフロントピラー部とルーフサイドレール部の少なくとも一方に収納し
、このエアバッグをインフレータにより、上記フロントピラー部やルーフサイドレール部
から車室側面に沿い上記窓部の側方に展開させる側部用エアバッグ装置であって、重合し
または折り重ねた布の外周部を縫合することにより形成してなるゴムコーティング材によ
りコートされた気密のエアバッグの一部にインフレータを内包するインフレータ収納部を
一体に形成

ことを特徴とする側部用エアバッグ装置。
【請求項２】
上記インフレータ収納部の内面にシリコンゴム等のゴムコーティング材をコーティングし
た請求項１記載の側部用エアバッグ装置。
【請求項３】
上記リテーナを所要延出して、車両のボデーに固定する取り付け座を形成した請求項１記
載の側部用エアバッグ装置。
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し、かつ上記インフレータにボルトを付設してインフレータのアッセンブリ体
を形成すると共に、上記インフレータ収納部の側部にこのアッセンブリ体を挿入しうる開
口部を形成し、上記インフレータ収納部にボルト孔を形成して、この収納部に挿入したア
ッセンブリ体のボルトを挿通せしめ、さらに上記開口部付近の縫製の残り代を上記ボルト
側に折り返して、この残り代に形成したボルト孔を上記ボルトに嵌挿し、かつこの残り代
の外面に板状のリテーナを重合して、この残り代とリテーナとを上記ボルトに螺合したナ
ットにより共締めした



【請求項４】
エアバッグを車両のフロントピラー部とルーフサイドレール部の少なくとも一方に収納し
、このエアバッグをインフレータにより、上記フロントピラー部やルーフサイドレール部
から車室側面に沿い上記窓部の側方に展開させる側部用エアバッグ装置であって、重合し
または折り重ねた布の外周部を縫合することにより形成してなるゴムコーティング材でコ
ートされた気密のエアバッグを更に縫製により、互いに連通する複数の気室に区画し、エ
アバッグ上部の縫合部の縫製の残り代を延出して、この残り代延出部を車両のフロントピ
ラー部 ルーフサイドレール部に固定すると共に、上記気室をセンターピラー部の前後に
亘らせて形成したことを特徴とする側部用エアバッグ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えばピラー部やルーフサイドレール部から車両の窓部側方にエアバッグを
展開させる側部用エアバッグ装 関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
エアバッグ装置は、車両の衝突時にエアバッグを膨張させて乗員を拘束する装置であり、
一般にガス発生器であるインフレータと、インフレータのガスにより膨張するエアバッグ
とを備えている。
【０００３】
上記エアバッグ装置は乗員を前方から拘束するものに限らず、近年は側方から拘束するも
のも開発されており、なかでもエアバッグを車両の窓部側方に展開させる側部用エアバッ
グ装置は、エアバッグを車両の窓部周囲に収納して、このエアバッグを車室側面に沿って
展開させる必要がある。
【０００４】
このような側部用エアバッグ装置としては、車両のセンターピラー部やフロントピラー部
、あるいはルーフサイドレール部等を利用するものが考えられるが、何れにしても車両の
細長い構造部にエアバッグ装置を埋設する必要上、細長く折り畳み又は巻回したエアバッ
グの軸延長上にインフレータを配設し、ピラー部等に固定されたエアバッグの一端にこの
インフレータのガス噴出口を接続するような構造が主流となる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はかかる側部用エアバッグ装置において、エアバッグの展開性能の向上や組立工数
の削減等を図ることを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、上記目的に適合する本発明の側部用エアバッグ装置は、請求項１記載のもの
は、エアバッグを車両のフロントピラー部とルーフサイドレール部の少なくとも一方に収
納し、このエアバッグをインフレータにより上記フロントピラー部やルーフサイドレール
部から車室側面に沿い上記窓部間の側方に展開させる側部用エアバッグ装置であって、重
合しまたは折り重ねた布の外周部を縫合することにより形成してなるゴムコーティング材
によりコートされた気密のエアバッグの一部にインフレータを内包するインフレータ収納
部を一体に形成

ことを特徴とする。
【０００９】
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し、かつ上記インフレータにボルトを付設してインフレータのアッセンブ
リ体を形成すると共に、上記インフレータ収納部の側部にこのアッセンブリ体を挿入しう
る開口部を形成し、上記インフレータ収納部にボルトを形成して、この収納部に挿入した
アッセンブリ体のボルトを挿通せしめ、さらに上記開口部付近の縫製の残り代を上記ボル
ト側に折り返して、この残り代に形成したボルト孔を上記ボルトに嵌挿し、かつこの残り
代の外面に板状のリテーナを重合して、この残り代とリテーナとを上記ボルトに螺合した
ナットにより共締めした



　そして、上記請求項 の側部用エアバッグ装置におい ンフレータ収納部の内面に
シリコンゴム等のゴムコーティング材をコーティングすることも可能である。
【００１０】
　

【００１１】
　一方、本発明の請求項 の側部用エアバッグ装置は、エアバッグを車両のフロントピラ
ー部とルーフサイドレール部の少なくとも一方に収納し、このエアバッグをインフレータ
により、上記フロントピラー部とルーフサイドレール部から車室側面に沿い上記窓部の側
方に展開させる側部用エアバッグ装置であって、重合しまたは折り重ねた布の外周部を縫
合することにより形成してなるゴムコーティング材でコートされた気密のエアバッグを更
に縫製により、互いに連通する複数の気室に区画したことを特徴とする。
【００１２】
上記気室 記エアバッグ上部

を車両のフロントピラー部とルーフサイドレール部に固定すると共に、上 室をセ
ンターピラー部の前後に亘らせて形成することも可能である。
【００１３】
【作用】
車室側面に沿い窓部側方に展開する側部用エアバッグは、

などに収納されることが多いが、これ ラー部やルーフサイドレール部は車両
の支柱的役割を担っているために柱状になっており、このため エアバッグ

ピラー部 に棒状に細長く折り畳まれて収納される。
そして、膨張時には、上記 ピラー部等の狭い収納部から幕を引く（降ろす）よう
に展開することとシール性のためにコーティングすることが好適である。
【００１４】
さらに、表面側をコーティングすることはエアバッグの表面を平滑に形成する。上記のよ
うにエアバッグを細長く収納するためには、平に伸ばしたエアバッグを細かくつづら折す
るが、このときエアバッグの表面が滑らかであることは作業上有利である。また、上記ピ
ラー部やピラー部を覆うピラーカバーにも凹凸があることもあり、上記滑らかなエアバッ
グの表面はこのような場合にもエアバッグを円滑に展開させることができる。
【００１６】
　 インフレータは、主にフロントピラーの根元、サイドパネルに固定されることが
あり、この場 アバッグの本体部より突き出たインフレータ収納部を一体に形成する
ことが有利である。このとき、一体形状にした裁断布を縫製することにより、縫製工数が
低減される。
【００１７】
　また例えば、スポーツタイプの車両の場合、フロントピラーが比較的角度がなく、つま
り寝ており、裁断布をとったときフロントピラーの根元にあるインフレータ収納部が他の
部分（エアバッグ本体部）より、原反を長手方向にいたずらに消費することとなり経済的
に不利である。このとき、別に裁断した収納部用の裁断布をエアバッグ本体部に縫製し、
さらに収納部の外周を縫製することにより、原反の歩留りを向上させることができる。
　そして、インフレータは、エアバッグの膨張のため所定の熱を有するガスを発生させる
。このとき、インフレータを収納する収納部の布表面の熱による影響を低減させるため、
請求 のようにゴムコーティングを施す コーティングにはクロロプ
レンゴムやシリコンゴムなどのコーティング材がある。
【００１８】
　さらに、例えば運転席側エアバッグではホーンパッドなどで、助手席側エアバッグでは
エアバッグケースなどでインフレータを夫々収納する構造をとっている ンフレータ
を包み込むように収納部内部にインフレータを挿入しておき、リテーナでバッグ開口部を
押さえ込めば特別なケース状の部品がなくても済む利点がある。
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　この場合、請求項３のようにこのリテーナを延長し、例えばボデーに直接、又はボデー
に設けられたブラケットに固定すれば、先のエアバッグケース等の部品などがなくても済
む。
【００１９】
　ところで、断面積の比較的小さいフロントピラー部等からエアバッグが幕を引く（降ろ
す）ように展開するためには、インフレータから供給されるガスを効率よく各部に供給す
る必要がある。単に袋状のものの場合は球状に膨張しようとするため、ガス流れ方向や折
り畳みに高度な技術が必要となるが、所定の厚みで幕状に膨張旋回させるための一つの方
法として、請求項 のようにエアバッグ本体を複数の気室に区画する方法がある。請求項

では、さらにこの気室の膨張をバランスよくするために、各気室を連通するように区画
しながらもガス供給に自由度を与える。そして、フロントピラーから車両後方に向けてイ
ンフレータのガスを噴出させる場合、ガスが必然的に後方に向かうため、車両前後方向に
気室を向けると順次気室の膨張が得られる。
【００２０】
　上記の場 ロントピラーの根元に設置されたインフレータからのガスは、フロント
ピラーからルーフサイドレール沿いに流れることがあり、このときこの流れに沿ってフロ
ントピラーからルーフサイドレールに沿って横方向に長い気室を設け、初期のガス流を横
方向の気室に流し、この気室にぶら下がるように連通した縦方向の気室に順次導入する

【００２１】
　そして、上記の如き気室を形成した場合、エアバッグが膨張し乗員を  拘束する時、そ
れぞれの固定部にてエアバッグを保持するが、この時、請求項 ではエアバッグの内圧や
固定部つまりエアバッグを保持する支点間の張力を考慮している。この支点となる部位と
してセンターピラーを介してバッグを保持すれば、エアバッグ内圧や支点間張力の助けと
なる。
【００２２】
ま アバッグ装置では、エアバッグ表面を平滑にすることにより、エアバッグの折り
畳みと展開とを円滑に行うことが可能となり、また縫製の残り代を延出してピラー部等へ
の固定部とすることにより、部品点数を減らしコストの低減を実現すると共に、折り畳ん
だエアバッグのかさを低くすることが可能である。そして、インフレータ収納部をエアバ
ッグと一体に形成することによりサイドパネルへのインフレータの固定が有利となり、さ
らにエアバッグを互いに連通する複数の気室に区画することにより、エアバッグを容易に
所定厚みで幕状に展開させることが可能である。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、さらに添付図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００２４】
図１（イ）は本発明実施形態の側部用エアバッグ装置を示す正面図、同図（ロ）は同図（
イ）のＡ－Ａ線断面図、図２は同実施例エアバッグ装置の膨張状態を示す断面図であり、
上記エアバッグ１は、車両のフロントピラー部Ｆとルーフサイドレール部Ｒとに夫々収納
され、インフレータ収納部２に収納するインフレータ３により上記フロントピラー部Ｆと
ルーフサイドレール部Ｒから図２に示す如く車室側面に沿い車両の窓部Ｗ側方に展開する
ようになっている。なお、図２において、Ｍは乗員、Ｄはドアである。
【００２５】
上記エアバッグ１は、同形の２枚の布を重合するか、あるいは対称形状の１枚の布を２つ
に折り重ねた後、この布の外周縁部を縫合することにより形成されており、このエアバッ
グ１の外表面には、クロロプレンゴムやシリコンゴム等のゴムコーティング材４がコーテ
ィングされている。これによりエアバッグ１を気密に形成すると共に、エアバッグ１の表
面を平滑に形成している。
【００２６】
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一方、上記エアバッグ１では、図１に示すように、外周の縫製部５の縫製の残り代６をエ
アバッグの上部で所要延出すると共に、この残り代延出部にボルトやリベットを挿通させ
る複数の小孔８を形成して、上記フロントピラー部Ｆとルーフサイドレール部Ｒへの取付
部７となしている。
【００２７】
また、上記エアバッグ１のインフレータ収納部２は、エアバッグ１の前部を図１に示す如
く細く形成することにより、棒（または筒）状のインフレータ３を内包するように形成さ
れている。このインフレータ収納部２は、図示の如くエアバッグ本体１と連続する布によ
っても形成しうるが、図３に示す如く別体の布２′をエアバッグ用布１′に縫着し、その
後外周縫製を施すことにより、上記エアバッグ本体１と一体のインフレータ収納部２を形
成することも可能である。
そして、このインフレータ収納部２の内面には、耐熱性を向上させるべくシリコンゴムま
たはクロロプレンゴム等のゴムコーティング材がコーティングされている。
【００２８】
一方、上記インフレータ収納部２を有するエアバッグ装置は、図４に示すように、上記イ
ンフレータ３をブラケット９に固定することにより、このインフレータ３にほぼ軸直角方
向に２本のボルト１０を付設してインフレータ３のアッセンブリ体１１を形成すると共に
、図５に示す如く、上記インフレータ収納部２の側部にこのアッセンブリ体１１を挿入し
うる開口部１２を外周縫製５を止めることによって形成し、図６に示すように上記インフ
レータ収納部２にボルト孔１３を形成して、この収納部２に挿入したアッセンブリ体１１
のボルト１０を挿通せしめ、さらに図７に示すように上記開口部１２付近の縫製の残り代
１４を上記ボルト側に折り返して、この残り代１４に形成したボルト孔１５を上記ボルト
１０に嵌挿し、図８、図９に示す如く、この残り代１４の外面に板状のリテーナ１６を重
合して、この残り代１４とリテーナ１６とを上記ボルト１０に螺合したナット１７により
共締めしている。
この場合、図１０に示す如くリテーナ１６を所要延出して、車両のボデーに直接または間
接的に固定する取り付け座１８を形成することもできる。
【００２９】
これらインフレータ収納部２をエアバッグに一体に有するエアバッグ装置の組立方法とし
ては、先に説明した図４～図９に示すように、棒状のインフレータ３に略軸直角方向のボ
ルト１０を付設してインフレータ３のアッセンブリ体１１を形成する一方、エアバッグ１
の前記インフレータ収納部２の側部にこのアッセンブリ体１１を挿入しうる開口部１２を
形成し、上記アッセンブリ体１１をこの開口部１２からインフレータ収納部２に挿入して
、上記ボルト１０をこのインフレータ収納部２に形成したボルト孔に挿通せしめ、次いで
上記開口部１２付近の縫製の残り代１４を上記ボルト１０側に折り返して、この残り代１
４に形成したボルト孔１５を上記ボルト１０に嵌挿し、さらにこの残り代１４の外面に板
状のリテーナ１６を重合して、上記折り返した縫製残り代１４とこのリテーナ１６とを上
記ボルトに螺合したナット１７により共締めをする。
【００３０】
次に、エアバッグに気室を形成する例を説明する。
図１１は本発明第２実施形態の側部用エアバッグ装置を示す正面図、図１２は図１１のＡ
－Ａ線断面図、図１３は同、第３実施形態の側部用エアバッグ装置を示す正面図であり、
各図において、先の実施形態と同一部材は同一符号を記すことにより説明を省略する。
【００３１】
すなわち、これらの実施形態のエアバッグ１は、先に説明したエアバッグの構成に加え、
エアバッグの中央部付近にさらに縫製１９を施すことにより、エアバッグを互いに連通す
る複数の気室に区画するものであり、図１１、図１２に示すものは、気室２０を車両の前
後方向にほぼ平行となる筒状に形成している。この筒状の気室２０は夫々車両方向前後に
おいて互いに連通している。
この場合、図１１に示すように、上記エアバッグ１の上部を車両のフロントピラー部Ｆと
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ルーフサイドレール部Ｒに固定すると共に、上記筒状の気室２０をセンターピラー部Ｃの
前後に亘らせて形成することが可能である。
【００３２】
一方、図１３に示すエアバッグは、エアバッグ１を区画する気室を、車両のフロントピラ
ー部Ｆとルーフサイドレール部Ｒに沿う横方向の気室２１と、この横方向の気室の下方に
並設された複数の縦方向の気室２２とにより形成している。縦方向の気室２２はその上部
において、上記横方向の気室２１と連通している。
以上、本発明の実施形態を説明したが、インフレータ収納部２の代わりとして、インフレ
ータ３が挿し込まれる開口部を形成することも可能である。
【００３３】
【発明の効果】
　本発明の側部用エアバッグ装置は以上説明した通りであり、エアバッグ表面をゴムコー
ティング材によりコートすることにより、エアバッグを気密にすると共に平滑にすること
により、エアバッグの折り畳みと展開とを円滑に行なうことが可能となり、また縫製の残
り代を延出してピラー部やルーフサイドレール部への固定部とすることにより、部品点数
を減らしコストの低減を実現すると共に、折り畳んだエアバッグのかさを低くすることが
可能である。
　一方、インフレータは、主にフロントピラーの根元、サイドパネルに固定されることが
あるが、この場合、請求項１のようにエアバッグの本体部より突き出たインフレータ収納
部を一体に形成することが有利である。
　また、インフレータは、エアバッグの膨張のため所定の熱を有するガスを発生させるが
、このとき、インフレータを収納する収納部の布表面の熱による影響を低減させるため、
請求項２のようにゴムコーティングを施すことが効果的である。
　さら ンフレータを包み込むように収納部内部にインフレータを挿入しておき、リ
テーナでバッグ開口部を押さえ込むことにより、特別なエアバッグケース等の部品がなく
て済む利点が生じる。
　この場合、請求項４のようにリテーナを延長し、例えばボデーに直接、またはボデーに
設けられたブラケットに固定すれば、やはりエアバッグケース等の部品がなくて済む利点
が生じる。
【００３４】
他方、断面積の比較的小さいピラー部等からエアバッグが幕を引くように展開するために
は、インフレータから供給されるガスを効率よく各部に供給する必要があり、単に袋状の
ものの場合は球状に膨張しようとするためにガス流れ方向や折り畳みに高度な技術が必要
となるが、所定の厚みで幕状に膨張展開させるためには請求項 のようにエアバッグ本体
を複数の気室に区画する構成が有利であり、さらにこの構成では、この気室の膨張をバラ
ンスよくするために各気室を連通するように区画しながらもガス供給に自由度を与えるこ
とが可能である。　そして、上記気室を形成するに際し、フロントピラーから車両後方に
向けてインフレータのガスを噴出させる場合、ガスが必然的に後方に向かうた 両前
後方向に気室を設けることにより順次気室の膨張を得ることが可能となる。
【００３５】
　さらに、インフレータガスの流れを利用してフロントピラーからルーフサイドレールに
沿って横方向に長い気室を設け、初期のガス流をこの横方向の気室に流し、この気室にぶ
ら下がるように連通した縦方向の気室に順次導入する構成も、エアバッグを所定厚みで幕
状に膨張させる点で有利である。
　そして、上記の如き気室を形成した場合、エアバッグが膨張し乗員を拘束する時、それ
ぞれの固定部にてエアバッグを保持するが、この時、請求項 ではエアバッグの内圧や固
定部つまりエアバッグを保持する支点間の張力を考慮し、この支点となる部位としてセン
ターピラーを介してバッグを保持することにより、エアバッグ内圧や支点間張力の助けと
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】（イ）本発明実施形態の側部用エアバッグ装置を示す正面図である。
（ロ）同図（イ）のＡ－Ａ線断面図である。
【図２】同実施例エアバッグ装置の膨張状態を示す断面図である。
【図３】エアバッグ用布の裁断例を示す平面図である。
【図４】インフレータのアッセンブリ体を示す斜視図である。
【図５】インフレータ挿入部の組立第１工程図である。
【図６】同、第２工程図である。
【図７】同、第３工程図である。
【図８】同、第４工程図である。
【図９】組立後のインフレータ挿入部を裏から見た斜視図である。
【図１０】リテーナを延出した例を示す部分拡大図である。
【図１１】気室を設けた例を示す正面図である。
【図１２】図１１のＡ－Ａ線断面図である。
【図１３】気室を設けた他の例を示す正面図である。
【符号の説明】
１　エアバッグ
２　インフレータ収納部
３　インフレータ
４　ゴムコーティング材
５　外周縫製部
６　縫製残り代
７　取付部
８　小孔
９　ブラケット
１０　ボルト
１１　インフレータのアッセンブリ体
１２　開口部
１３、１５　ボルト孔
１４　縫製の残り代
１６　リテーナ
１７　ナット
１８　取り付け座
１９　気室用縫製
２０、２１、２２　気室
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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